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南三陸町における取組の概要 
 

1. 基本情報 
 南三陸町は宮城県北東部、三陸海岸の南に位置

する人口 1 万 2000 人ほどの町。 
 川の源流から海までを町域としており、豊かな自然

を活用した養殖漁業や観光業が盛ん。 
 町境が分水嶺となっており、町域に降った雨は町

内を流れる河川を通って湾に注ぐため、南三陸町

の陸域での活動が湾での水産業に大きく影響する

という地理的特徴がある。 
 東日本大震災の被害を乗り越え、持続可能で自

立分散型の町づくりを目指している。 

出典：Map-It マップイット(c) 

2. 藻場の回復（ブルーカーボン） 
 南三陸町の海「志津川湾」には 200 種類を超える海藻と海草が生息し、絶滅危惧種のコクガンが

越冬するなど高い生物多様性を誇る。2018 年にはラムサール条約湿地に登録された。一方で、

震災の被害や全国的に進む磯焼けの影響による藻場の減少が認められ、藻場の回復が課題とな

っていた。そこで、南三陸町自然環境活用センターが一般

社団法人サスティナビリティセンターや企業と協働で、志津

川湾において藻場の再生・拡大を進めている。これによって

生物様性を維持するだけでなく、アマモなどの海藻を CO2

吸収源としても機能させることでブルーカーボンのクレジット

化を目指している。また、東北大学とも連携し、藻場の拡大

による生物多様性の向上を分析している。 
                                         回復が進められている藻場 

太齋彰浩撮影 

3. 生物多様性を意識した森林管理 
 適切に手入れされた森林は二酸化炭素の重要な吸収源となる。南三陸町は 7 割を森林に覆わ

れている。スギ、アカマツ、ヒノキなどと下層植生との共存により、生物多様性を意識した山を育てて

いる。また、河畔林のゾーニングも実施している。2015
年には南三陸森林管理協議会が FSC 認証を取得し

た。また、本管理協議会のメンバーで、地元の林業を支

える株式会社佐久は WWF と一緒に、FSC の取組が

TNFD にどのように適合するか研究・分析を行ってい

る。積極的に情報公開することで、木材ユーザーである

企業の情報開示が捗り、FSC 認証された木材の購入と

自然保護に繋がることを目指している。 
FSC®認証を取得 
太齋彰浩撮影 
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4. その他のシナジー 
 2016 年、南三陸町志津川湾沖で養殖を行っている宮城県漁協志津川支所は、環境への負荷を

減らした牡蠣の養殖で ASC 認証を日本で初めて取得した。震災前は過密養殖のために 3 年たっ

ても品質の良い牡蠣が育たなかった。震災後、養殖面積を 3 分の 1 にしたところ、水質も栄養も良

くなり、牡蠣を 1 年で出荷できるようになった。これにより、収入は 1.5 倍に、労働時間は 4 割減と

なった。 
 南三陸町の住宅や店舗から排出される有機系廃棄物を発酵処理し、バイオガスと液体肥料（以下

液肥）を生成している。バイオガスは発電に、液肥は肥料として農地に散布している。この事業によ

り、資源、エネルギー、食の域内循環が生まれた。 
 
 
 
 
 
 
 

過密養殖から脱却した志津川湾：震災前（左）と震災後（右） 
太齋彰浩撮影 
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真庭市における取組の概要 
 

1. 基本情報 
 真庭市は、岡山県中北部、中国山地のほぼ中央に

位置している。 
 総面積約 828km²のうち、森林率は約 80%であり、

豊富な森林資源を有している。 
 昔から林業が盛んで、特にヒノキの生産量は岡山県

全体で 2012 年以降、2017 年を除いて日本一。一

方で、大量の林地残材や木質系廃材などが有効に

活用されずに、処分・放置されていた。 
 そこで真庭市は 2006 年に、これらの未利用木質資

源の有効活用を目的として、バイオマスタウン構想を

発表し、国からバイオマスタウンに認定された。 
 バイオマス発電によって自然災害へのレジリエンスの

確保、地域産業や地域コミュニティの活性化、生物多様性保全（第 2 の危機対応）等のベネフィッ

トを生み出している。 

 真庭市は 2020 年にゼロカーボンシティを宣言し、森林資源を活用した再エネ自給率 100％、

森づくりと木材産業クラスター構築を目指している。 

 
2. バイオマス発電 
 真庭市や地域の林業関係事業体など 10 団体が出資を行い、2013 年 2 月に真庭バイオマ

ス発電株式会社を設立、2015 年 4 月に真庭バイオマス発電所の運転が開始された。運営

規模は 10,000kW、稼働率は 103％。年間、11 万トンのバイオマスを燃料として利用しており、

79,200ＭＷｈ（2 万 2 千世帯分）発電している。 
 森林から発生する間伐材や林地残材、製材端材を効率的に集積することで、バイオマス発電

燃料として安定的に供給・発電できている。これによって、年間８万トンの CO2 の削減とエネル

ギー自給率向上（11.6→37.3％）に寄与している。また、

約 35 万トン／年のバイオマス利用、約 30 万トン／年の

CO2 削減を目指している。 
 資源調達から流通まで情報管理が可能なシステムを構

築・活用し、山林所有者等への利益還元の仕組みを実

現している。未利用や産廃処理（処分費相当１億円以

上）されていた燃料を資源として有価で取引することで、

素材業者約 20 社、製材会社約 30 社の利益向上につ

ながっている。また、燃料代のうち 550 円／t を山林所

有者へ還元している。 
バイオマス発電所 

真庭市撮影 
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 森林伐採業者は、以前は伐採時にでる林地残材をほとんど山に放置していた。林地残材の放

置によって下草が生えにくくなり、それは土壌の脆弱化、生態系のバランス崩壊、災害の原因

などに繋がる。しかし、林地残材が有価になったことで山から持ち出せるようになり、再造林な

ど、山への手入れがしやすくなった。 
 森林環境贈与税を活用し、人工林の主伐・間伐を推進している。 
 広葉樹林の循環利用や山焼の復活、湿地再生にも取り組んでいる。 
 

 
      エネルギーの森づくりが進められている 

    真庭市撮影 
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印旛沼・流域における取組の概要 

 

1. 基本情報 
 印旛沼は、千葉県北部に位置しており、流域面積は

541k ㎡で県の面積の約 10％に相当。流域は 13 市町

にまたがっており、流域人口は約 79 万人にのぼる。流

域には、約 600 か所の谷津と呼ばれる小さな谷が存

在。台地の地下水は谷津の斜面と平野が接するところ

（谷津の谷底の縁）で湧き水として地上に現れ、その湧

き水が集まって河川が形成、さらにその河川が集まり、

印旛沼に流入。 

 

2. これまでの経緯 
 1950 年代ごろまで、谷津の谷底では、豊富な湧き水を利用し、主に水田稲作が行われていた。ま

た、当時の農業で必要とされる肥料や牛馬の餌となる草資源は、斜面や台地の上から調達されて

いた。農業や生活のために維持されていた台地上の草原や樹林は、同時に地下水の涵養にも役

立ち、湧き水の維持にも貢献しており、水循環と一体となった土地利用が展開されていた。 
 1960 年代以降は休耕や耕作放棄が進み、1970 年代以降は台地上を中心とする都市化により谷

津の埋め立てが進行。草原や樹林が、アスファルトやコンクリートなど雨水が浸透しない地面に置き

換わり、その影響で雨水が地面に浸透せず、谷津での湧水も減少。 
 また、印旛沼では、多くの在来動植物が減少・消滅する中で、沼周辺にブラックバスやカミツキガメ

等の外来種が侵入・繁殖する等、生態系も日々悪化。水質の指標となる COD は環境基準

（COD75％値：3mg/L）を大幅に上回り、2007 年度には全国湖沼水質のワースト 1 となる。 
 流域では、住宅開発等の急激な土地利用変化等により洪水流量が増加。2019 年 10 月には、短

時間に 200mm を超える大雨が降り、堤防からの漏水や流入河川でのはん濫等による浸水被害

が発生。今後、地球温暖化により降雨量や洪水発生頻度が増加する懸念もあり、対応が急務。 

 

3. 印旛沼・流域の再生に向けた取組 
 千葉県では、水質を改善し、流域の自然環境を再生していくため、2001 年 10 月に、印旛沼の関

係者（住民、学識者、水利用団体、行政）により構成される「印旛沼流域水循環健全化会議」を立

ち上げ。2004 年 2 月には、「印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画」を策定したものの、水質

改善には至らず。そこで緊急行動計画によって得られた成果を基に、新たな取組を追加し、2030
年度を目標年次とする「印旛沼流域水循環健全化計画」（マスタープラン）を 2010 年 1 月に策定

（その後、2017 年 3 月と 2022 年 3 月に改定）。本計画に基づき、2022 年 3 月には具体的な対

策等を定めた第 3 期行動計画（アクションプラン）を策定。 
 第 3 期行動計画では、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働

して流域全体で対応する「流域治水」の考えを取り入れ、それを駆動力として「水循環健全化」の

取組活性化が目指されている。合わせて、豊かな自然環境・歴史・文化・観光施設などをネットワ

ークで結ぶ（連携する）ことで、水辺を活用した地域の魅力向上なども目指されている。 

出典：第 2 回グリーンインフラ大賞審査結果 
国土交通大臣賞 生態系活用部門ポスター 
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 流域治水の取組では、河川改修や堤防整備に加えて、グリーンインフラの活用を中心に、谷津・里

山の保全・活用、水田貯留、雨水貯留浸透対策等の集水域での対策等が進められている。 
 「耕作放棄された谷津を活用したグリーンインフラの取組」は、谷津の持っている様々な機能を賢く

活用することで、複合的な便益がもたらされてきた。 
 谷津の地形の活用や改良（耕作放棄地の復田等）により、雨水をゆっくりと流出（治水効果） 
 保全・再生した谷津内の湿地に雨水や湧水をゆっくり流すことにより、印旛沼の水質悪化の原

因となっている窒素やリンを除去（水質浄化） 
 湿地を保全・再生することによって、湿地環境を好む貴重な生物を保全・再生（生態系保全） 
 保全・再生した谷津環境を、環境教育や地域交流・リクリエーションの場として活用（地域活性

化） 
 手入れの行き届いた谷津の美しい景観（地域の景観形成） 

 

出典：国⼟交通省社会資本整備審議会・交通政策審議会 環境部会・技術部会 グリーン社会ＷＧ資料（一部抜粋） 
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